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は
じ
め
に

鎌
倉
時
代
前
期
に
公
武
両
政
権
に
深
く
関
与
し
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
公
卿

家
と
し
て
、
頼
宗
公
孫
一
条
家
が
あ
げ
ら
れ
る①
。
一
条
家
は
、
通
基
の
代
に
待
賢
門

院
や
上
西
門
院
を
通
じ
て
家
格
上
昇
の
足
が
か
り
を
掴
ん
だ
。
二
男
通
重
は
早
世
し

た
が
、
そ
の
嫡
子
能
保
は
、
外
祖
父
徳
大
寺
公
能
の
庇
護
を
受
け
る
と
と
も
に
、
上

西
門
院
と
の
関
係
の
中
で
源
頼
朝
の
妹
婿
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
能
保
と
嫡
子
高
能

の
官
位
昇
進
は
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
一
条
家
は
一
躍
公
卿
家
に
列
し
、
公
武

関
係
の
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
頼
朝
の
朝
廷
政
策
に
と
っ
て
も
一
条
家

は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
能
保
・
高
能
父
子
は
京
都
政
界
に
お
け
る
切
り
札
的
存
在

で
あ
っ
た
。
一
条
家
は
、
能
保
の
死
去
に
続
く
高
能
の
早
世
で
厳
し
い
状
況
に
立
た

さ
れ
た
が
、正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
正
月
に
最
大
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
頼
朝
が
急
逝

し
、
直
後
に
所
謂
「
三
左
衛
門
事
件
」
が
起
こ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
条
家
関
係
者

は
打
撃
を
受
け
る
が
、
ま
も
な
く
後
鳥
羽
上
皇
の
挙
党
体
制
の
も
と
廟
堂
へ
の
復
帰

を
果
た
し
、
そ
の
後
は
一
族
全
体
と
し
て
院
近
臣
と
し
て
の
立
場
を
強
め
る
。
そ
の

一
方
、
親
幕
派
貴
族
と
し
て
の
性
格
も
残
し
、
京
・
鎌
倉
の
間
を
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
者

が
盛
ん
に
往
来
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
一
条
家
関
係
者
が
一
時
的
に
逼
塞
状
態
と

な
っ
た
と
言
わ
れ
る
「
三
左
衛
門
事
件
」
の
経
緯
は
今
一
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
。

本
稿
で
は
、ま
ず
建
久
年
間
末
の
後
鳥
羽
天
皇
譲
位
と
皇
位
継
承
問
題
に
つ
い
て
、

頼
朝
の
意
向
及
び
一
条
家
関
係
者
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
、
次
い
で
皇
位
継
承
問
題

と
の
関
連
も
含
め
て
、「
三
左
衛
門
事
件
」
の
実
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

一　

後
鳥
羽
天
皇
譲
位
問
題

１　

九
条
兼
実
と
慈
円
の
認
識　

周
知
の
よ
う
に
、『
吾
妻
鏡
』
は
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
か
ら
源
頼
朝
が
死
去

し
た
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
正
月
ま
で
の
約
三
年
間
の
記
事
が
欠
落
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
鎌
倉
方
の
動
き
が
不
明
な
部
分
が
多
く
、
当
該
期
の
公
武
関
係
は
今
一
つ
明

確
に
な
っ
て
い
な
い
。

建
久
九
年
正
月
の
後
鳥
羽
天
皇
の
譲
位②
に
関
し
て
も
、『
吾
妻
鏡
』
だ
け
で
な
く

『
玉
葉
』
も
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
五
月
以
降
年
末
ま
で
記
事
が
な
く
、
京
と
鎌
倉

間
の
折
衝
の
詳
細
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
ま
ず
譲
位
直
前
の
『
玉
葉
』
の
記
事
か

ら
、
兼
実
の
も
と
に
集
ま
っ
た
情
報
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
た

い
。

或
人
云
、
可
レ
有
二
譲
位
一
云
々
。
明
後
日
許
、
幸
二
大
炊
殿
一
、
以
二
閑
院
一
、
可
レ

三
左
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為
二
新
帝
宮
一
云
々
。
十
一
日
、
廿
一
日
之
間
、
可
レ
有
二
譲
国
之
儀
一
云
々
。
一

昨
日
東
脚
到
来
。
其
後
事
一
定
云
々
。
或
云
、
二
三
宮
之
間
践
祚
、
当
今
王
子

立
坊
。
或
云
、
直
皇
子
践
祚
云
々
。 

（
建
久
九
年
正
月
六
日
条
）

譲
位
事
、
譲
国
等
事
、
自
レ
元
不
レ
及
二
沙
汰
一
云
々
。
幼
主
不
二
甘
心
一
之
由
、
東

方
頻
雖
レ
令
レ
申
、
綸
旨
懇
切
、
公
朝
法
師
下
向
之
時
、
被
レ
仰
二
子
細
一
之
時
、

承
諾
申
。
然
而
、
皇
子
之
中
、
未
レ
被
レ
定
二
其
人
一
。
関
東
許
可
之
後
、
敢
取
二

孔
子
賦
一
、
又
被
レ
行
二
御
占
一
。
皆
以
二
能
圓
孫
一
為
二
吉
兆
一
云
々
。
仍
被
二
一
定

一
了
。
此
旨
以
二
飛
脚
一
被
レ
仰
二
関
東
一
了
。
不
レ
待
二
彼
帰
来
一
、
来
十
一
日
可
レ

有
二
伝
国
之
事
一
云
々
。
桑
門
之
外
孫
、
曾
無
レ
例
。
而
通
親
卿
為
レ
振
二
外
祖
之

威
一
、
嫁
二
彼
外
祖

母
一
了
故
也
。二
三
歳
践
祚
、
為
二
不
吉
例
一
之
由
申
出
云
云
、
信
清
孫
三
歳
、

範
季
孫
二
歳
。（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
久
九
年
正
月
七
日
条
）

頼
朝
の
使
者
は
四
日
に
入
京
し
て
い
る
。
六
日
の
段
階
で
は
譲
位
の
噂
が
あ
る
も

の
の
、
高
倉
天
皇
の
第
二
皇
子
守
貞
親
王
か
第
三
皇
子
惟
明
親
王
の
ど
ち
ら
か
が
即

位
し
て
、
後
鳥
羽
天
皇
の
皇
子
を
皇
太
子
と
す
る
か
、
ま
た
は
直
接
天
皇
の
皇
子
が

即
位
す
る
の
か
は
不
明
な
状
態
で
あ
っ
た
。
翌
七
日
に
は
、
頼
朝
が
頻
り
に
幼
主
に

反
対
し
て
い
る
が
、
ど
の
皇
子
か
は
決
定
で
き
ず
、
頼
朝
の
許
可
を
得
て
籤
や
占
い

を
行
い
為
仁
親
王
に
決
定
し
た
と
あ
る
。
頼
朝
が
「
幼
主
不
二
甘
心
一
」
と
し
た
幼
主

と
は
、
具
体
的
に
は
、
為
仁
親
王
（
四
歳
）
だ
け
で
な
く
、
長
仁
親
王
（
三
歳
）、
守

成
親
王
（
二
歳
）
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
頼
朝
が
守
貞
・
惟
明
両
親
王
の
う

ち
い
ず
れ
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
た
か
に
つ
い
て
は
断
定
で
き
ず
、
ま
た
、「
或
云
」

が
頼
朝
の
意
向
か
ど
う
か
も
同
様
に
不
明
確
で
あ
る
。

結
局
、
頼
朝
の
意
向
は
考
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
源
通
親
の
主
導
の
も
と
一
一
日

に
は
早
々
と
為
仁
親
王
（
生
母
承
明
門
院
在
子
は
通
親
の
養
女
）
へ
の
譲
位
が
行
わ
れ

た
。『
明
月
記
』
は
、「
青
侍
等
説
云
、
可
レ
有
二
譲
位
一
云
々
。
辰
時
許
或
人
告
云
、
此

条
実
説
也
。」（
建
久
九
年
正
月
七
日
条
）
と
記
載
す
る
の
み
で
、定
家
の
も
と
に
集
ま
っ

た
情
報
は
伝
聞
程
度
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
赤
松
俊
秀
氏
は
、
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
に
慈
円
よ
り
西
園
寺
公
経
に
宛

て
た
消
息
文
か
ら
、『
玉
葉
』
の
記
事
は
、
頼
朝
が
、
新
帝
は
守
貞
親
王
か
惟
明
親
王

の
い
ず
れ
か
で
、
後
鳥
羽
天
皇
の
皇
子
を
皇
太
子
に
立
て
る
と
い
う
提
案
が
あ
っ
た

徴
証
と
さ
れ
て
お
り
、
五
味
文
彦
氏
も
同
様
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る③
。

慈
円
か
ら
公
経
へ
の
消
息
文
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。　

頼
朝
卿
こ
そ
其
覚
悟
ハ
不
耻
上
古
候
し
か
、（
中
略
）
次
此
程
御
高
運
此
院
御
事

ヲ
鎮
め
ま
い
ら
せ
て
不
叶
は
、
二
宮
三
宮
に
も
と
云
心
ヲ
発
し
て
候
し
な
り
、

此
任
意
之
心
は
へ
の
天
下
之
為
と
は
思
て
候
し
か
と
、
以
外
過
分
非
常
に
て
候

し
な
り
、
此
二
ニ

負
て
早
世
。（
後
略
）

（「
門
葉
記
寺
院
三
、
慈
圓
書
状
」『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
九
八
号
）

こ
の
消
息
文
か
ら
は
、『
玉
葉
』
に
あ
る
「
或
云
」
が
頼
朝
の
可
能
性
が
高
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
慈
円
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
『
愚
管
抄
』
に
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

カ
ヽ
ル
程
ニ
同
九
年
正
月
十
一
日
ニ
、
通
親
ハ
タ
ト
譲
位
ヲ
オ
コ
ナ
イ
テ
、
コ

ノ
刑
部
卿
三
位
ガ
腹
ニ
、
能
圓
ガ
ム
ス
メ
ニ
テ
、
コ
ノ
承
明
門
院
ヲ
ハ
シ
マ
ス

腹
ニ
、
王
子
ノ
四
ニ
ナ
ラ
セ
給
ヲ
践
祚
シ
テ
、
コ
ノ
院
モ
今
ハ
ヤ
ウ
〳
〵
意
ニ

マ
カ
セ
ナ
バ
ヤ
ト
ヲ
ボ
シ
メ
ス
ニ
ヨ
リ
テ
カ
ク
行
テ
ケ
リ
。
関
東
ノ
頼
朝
ニ
ハ

イ
タ
ウ
タ
シ
カ
ナ
ル
ユ
ル
サ
レ
モ
ナ
カ
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
。
頼
朝
モ
手
ニ
ア
マ
リ
タ

ル
事
カ
ナ
ト
モ
ヤ
思
ヒ
ケ
ン
。
コ
レ
ラ
ハ
シ
レ
ル
人
モ
ナ
キ
サ
カ
イ
ノ
事
也
。

（『
愚
管
抄
』
巻
第
六
、
土
御
門
）

『
愚
管
抄
』
か
ら
は
、
頼
朝
の
明
確
な
承
認
の
な
い
ま
ま
、
通
親
が
急
遽
為
仁
親
王

へ
の
譲
位
を
実
行
し
た
こ
と
に
対
し
、
頼
朝
側
に
こ
の
事
態
に
対
し
て
強
く
干
渉
し

に
く
か
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
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守
貞
親
王
の
擁
立
に
つ
い
て

こ
の
譲
位
問
題
に
関
し
て
、
文
覚
が
守
貞
親
王
の
擁
立
に
深
く
関
与
し
た
こ
と
を

記
し
注
目
さ
れ
る
の
が
、
平
家
物
語
の
現
存
諸
本
の
中
で
最
も
古
態
を
残
し
て
い
る

と
言
わ
れ
て
い
る
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
で
あ
る
。

文
学
上
人
ハ
元
ヨ
リ
怖
キ
心
シ
タ
ル
者
ニ
テ
、「
当
今
ハ
御
遊
ニ
ノ
ミ
御
心
ヲ
入

サ
セ
給
テ
、世
ノ
御
政
ヲ
モ
知
セ
給
ハ
ズ
。九
条
殿
御
籠
居
之
後
ハ
卿
局
ノ
マ
ヽ

ニ
テ
ア
レ
バ
、人
ノ
愁
歎
モ
通
ラ
ズ
。
後
高
倉
院
ヲ
バ
其
比
ハ
二
宮
ト
申
ケ
リ
。

二
宮
コ
ソ
御
学
問
モ
オ
コ
タ
ラ
セ
給
ハ
ズ
、
正
理
ヲ
先
ト
シ
テ
オ
ハ
シ
マ
セ
」

ト
テ
、
位
ニ
即
マ
ヒ
ラ
セ
テ
、
世
ノ
政
行
ハ
セ
マ
ヒ
ラ
セ
ム
ト
計
ケ
レ
ド
モ
、

鎌
倉
ノ
大
将
オ
ハ
セ
シ
カ
ギ
リ
ハ
叶
ハ
ザ
リ
ケ
リ
。
此
皇
芸
能
二
ヲ
並
ル
ニ
、

文
章
ニ
疎
ニ
シ
テ
、弓
馬
ニ
長
ジ
給
ヘ
リ
。（
中
略
）
源
二
位
昇
進
カ
ヽ
ハ
ラ
ズ
、

大
納
言
右
大
将
マ
デ
成
給
ニ
ケ
リ
。
右
大
将
オ
ハ
セ
シ
程
ハ
、
計
行
ハ
セ
マ
ヒ

ラ
セ
ム
ト
思
ケ
レ
ド
モ
、
叶
ハ
ザ
リ
ケ
ル
。
正
治
元
年
正
月
十
三
日
、
右
大
将

頼
朝
隠
レ
給
テ
後
、
此
事
ヲ
尚
ハ
カ
リ
ケ
ル
ガ
、
世
ニ
聞
ヘ
テ
、
文
学
忽
ニ
院

勘
ヲ
蒙
テ
、
二
月
六
日
、
二
条
猪
熊
ノ
宿
所
ニ
検
非
違
使
余
タ
ツ
キ
テ
、
召
取

テ
佐
渡
国
ヘ
ゾ
被
流
ケ
ル
。鎌
倉
ヨ
リ
左
衛
門
督
殿
頻
ニ
取
申
サ
セ
給
ケ
レ
バ
、

即
被
召
返
ニ
ケ
リ
。

（『
延
慶
本
平
家
物
語
』
第
六
末
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
覚
は
、
弓
馬
に
熱
心
な
後
鳥
羽
天
皇
に
対
し
て
不
満
を
持
ち
、

守
貞
親
王
へ
の
譲
位
を
願
い
頼
朝
に
期
待
を
か
け
種
々
行
動
し
た
も
の
の
、
頼
朝
存

命
中
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
頼
朝
の
死
後
も
引
き
続
き
守
貞
親
王
擁
立
を
画
策
し
た

が
、
後
鳥
羽
上
皇
の
怒
り
に
触
れ
て
流
罪
に
な
っ
た
と
あ
る
。『
明
月
記
』
に
も
、
文

覚
の
関
与
を
窺
わ
せ
る
次
の
記
述
が
あ
る
。

文
覚
房
一
日
俄
参
二
入
道
殿
御
許
一
、
近
日
詠
二
秀
歌
一
之
由
語
申
云
々
。

　

世
の
な
か
の
な
り
は
つ
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
ひ
と
の
す
る
の
は
わ
か
す
る
そ

図 1　「一条家関係系図」（ ＝は 養子・養女）
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か
し

此
歌
心
籠
二
殊
勝
一
。
但
有
二
咎
人
一
者
、可
レ
謂
二
文
学
事
一
之
由
称
レ
之
云
云
。
誠

非
二
無
レ
心
歌
一
也
。
不
思
議
也
。

（
建
久
九
年
二
月
二
五
日
条
）

こ
れ
は
、
文
覚
が
藤
原
俊
成
を
訪
問
し
、
自
作
の
歌
に
つ
い
て
語
っ
た
時
の
も
の

で
あ
る
が
、
山
田
昭
全
氏
は
、
文
覚
は
後
鳥
羽
院
政
に
不
満
を
持
っ
て
お
り
、
自
分

が
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
咎
人
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
を
俊
成
に
訴
え
に
き
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る④
。
文
覚
が
ど
の
よ
う
な
咎
を
責
め
ら
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
山
田
氏
は
不
明
と
し
て
い
る
が
、
後
鳥
羽
上
皇
に
対
す
る
反
発
と
守
貞

親
王
擁
立
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

守
貞
親
王
擁
立
に
関
し
て
、
五
味
文
彦
氏
は
、
文
覚
と
持
明
院
・
一
条
流
の
一
門

が
守
貞
親
王
を
推
戴
し
て
い
た
と
さ
れ⑤
、
河
内
祥
輔
氏
は
、
守
貞
親
王
即
位
を
提
言

し
た
の
は
頼
朝
で
あ
り
、
親
王
の
妻
陳
子
の
同
母
兄
保
家
が
一
条
能
保
の
猶
子
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、能
保
が
守
貞
親
王
を
推
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る⑥
。
五
味
氏
、

河
内
氏
と
も
に
守
貞
親
王
擁
立
に
一
条
家
の
関
与
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
建
久
年
間
後
半
の
一
条
家
と
通
親
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。
図
1
は
、
一
条
家
を
中
心
と
し
て
後
鳥
羽
天
皇
・
守
貞
親
王
・
源
通
親
等
と
の

関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
能
保
が
頼
朝
同
母
妹
の
死
去
後
に
、
通
親
の
養
女
在

子
の
姉
妹
信
子
を
正
妻
と
し
た
こ
と⑦
や
、
能
保
死
後
に
信
子
が
通
親
の
二
男
通
具
と

再
婚
し
た
こ
と
な
ど
可
能
性
と
し
て
十
分
に
考
え
ら
れ
る⑧
ほ
か
、
能
保
女
子
の
一
人

は
通
親
の
息
通
方
の
室
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
九
条
兼
実
が
失
脚
し
た
建
久
七
年

の
政
変
後
に
は
、
高
能
が
参
議
に
昇
進
し
、
以
後
も
高
能
と
通
親
の
親
密
な
行
動
な

ど
昵
懇
な
関
係
は
継
続
し
て
い
る⑨
。
杉
橋
隆
夫
氏
は
、
建
久
七
年
の
政
変
に
お
い
て

一
条
家
は
、
九
条
家
排
斥
に
通
親
に
協
力
、
少
な
く
と
も
中
立
の
立
場
を
維
持
し
て

お
り
、
政
変
後
の
一
条
家
関
係
者
の
昇
任
は
論
功
行
賞
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る⑩
。

能
保
室
と
な
っ
た
信
子
が
、
為
仁
親
王
の
乳
母
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
能
保
の
娘
の

保
子
（
高
能
同
母
姉
妹
、
頼
朝
姪
）
が
後
鳥
羽
天
皇
の
乳
母
と
し
て
参
内
し
た
経
歴
が

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
能
保
死
去
後
と
は
い
え
、
こ
の
譲
位
に
高
能
を
は
じ
め
と
し

た
一
条
家
が
反
対
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
当
時
、
頼
朝
は
後
鳥
羽
天
皇
へ
の

娘
の
入
内
に
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を
持
っ
て
お
り
、
健
康
状
態
の
思
わ
し
く
な
い
大
姫

だ
け
で
な
く
、
二
女
三
幡
も
含
め
て
入
内
を
画
策
し
、
通
親
に
接
近
し
て
い
る
。
大

姫
と
能
保
の
死
去
後
も
、
入
内
計
画
は
継
続
さ
れ
て
お
り
、
高
能
と
保
子
の
存
在
は

極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る⑪
。

従
っ
て
、
文
覚
が
守
貞
親
王
擁
立
に
動
き
、
頼
朝
に
働
き
か
け
た
と
し
て
も
、
持
明

院
一
門
は
と
も
か
く⑫
一
条
家
が
積
極
的
に
関
与
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
慈
圓
書

状
」
に
あ
る
「
二
宮
三
宮
に
も
と
云
心
ヲ
発
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
後
鳥
羽
天
皇
へ
の

入
内
が
進
展
し
な
い
状
況
下
で
、
仮
に
譲
位
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
幼
主
で
は
な
い

守
貞
親
王
か
惟
明
親
王
へ
の
譲
位
に
よ
り
、
引
き
続
き
二
女
三
幡
の
入
内
を
頼
朝
が
期

待
し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
兼
実
も
慈
円
も
頼
朝
が
守
貞
親
王
を
推
し
て

い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
ら
ず
、
頼
朝
も
一
条
家
も
関
与
し
た
か
否
か
は
不
明
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
。『
愚
管
抄
』
に
記
さ
れ
た
、「
今
年
必
シ
ヅ
カ
ニ
ノ
ボ
リ
テ
、
世
ノ
事
サ

タ
セ
ン
ト
思
ヒ
タ
リ
ケ
リ
。
万
ノ
事
、
存
ノ
外
ニ
候
」
は
、
三
幡
の
入
内
実
現
の
た
め

の
頼
朝
の
期
待
と
意
気
込
み
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、「
頼
朝
モ
手
ニ
ア
マ
リ
タ
ル

事
カ
ナ
ト
モ
ヤ
思
ヒ
ケ
ン
。
コ
レ
ラ
ハ
シ
レ
ル
人
モ
ナ
キ
サ
カ
イ
ノ
事
也
。」（『
愚
管

抄
』）
と
含
み
を
持
た
せ
た
慈
円
の
表
現
と
な
り
、
突
然
の
譲
位
に
対
し
て
強
く
干
渉
・

反
対
し
に
く
か
っ
た
頼
朝
の
事
情
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
一
条
家
関
係
者
の
中
で
は
、
西
園
寺
公
経
が
、
譲
位
当
日
に
新
帝
土
御
門
天

皇
の
蔵
人
頭
、
後
鳥
羽
上
皇
の
別
当
に
補
任
さ
れ
、
同
月
三
〇
日
に
参
議
正
四
位
下
、

同
年
一
一
月
に
は
従
三
位
と
め
ざ
ま
し
い
昇
進
を
遂
げ
公
卿
に
列
し
た⑬
。
ま
た
、
持
明

院
一
門
の
基
家
の
嫡
男
保
家
（
能
保
猶
子
）
も
同
年
二
月
に
正
四
位
下
、一
二
月
に
は
中
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将
に
昇
進
し
て
い
る⑭
。
こ
う
し
た
一
条
・
持
明
院
関
係
者
に
対
す
る
厚
遇
に
よ
り
、
通

親
は
、
新
帝
へ
の
譲
位
に
対
す
る
不
満
を
逸
ら
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

三
左
衛
門
事
件

後
鳥
羽
天
皇
の
譲
位
か
ら
約
一
年
後
の
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
正
月
源
頼
朝
は
急

逝
し
た
が
、
直
後
に
所
謂
「
三
左
衛
門
事
件
」
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
、
源
通
親
に
よ

る
一
条
家
の
冷
遇
に
対
し
て
、
能
保
の
遺
臣
の
後
藤
基
清
ら
が
通
親
の
襲
撃
計
画
を

企
て
、
結
果
と
し
て
基
清
ら
は
源
頼
家
の
雑
色
に
逮
捕
連
行
さ
れ
る
な
ど
一
条
家
関

係
者
が
一
時
的
に
逼
塞
状
態
と
な
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
事
件
は

史
料
上
の
制
約
も
あ
り
真
相
は
不
明
な
部
分
が
多
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
今
一
度
、

『
愚
管
抄
』
と
『
明
月
記
』
の
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

１　
『
愚
管
抄
』
の
検
討

其
比
不
カ
思
議
ノ
風
聞
ア
リ
キ
。
能
保
入
道
、
高
能
卿
ナ
ド
ガ
跡
ノ
タ
メ
ニ
ム

ゲ
ニ
ア
シ
カ
リ
ケ
レ
バ
、
ソ
ノ
郎
等
ド
モ
ニ
基
清
・
政
経
・
義
成
ナ
ド
云
三
人

ノ
左
衛
門
尉
ア
リ
ケ
リ
。
頼
家
ガ
世
ニ
成
テ
、
梶
原
ガ
太
郎
左
衛
門
尉
ニ
ノ
ボ

リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
コ
ノ
源
大
将
ガ
事
ナ
ド
ヲ
イ
カ
ニ
云
タ
リ
ケ
ル
ニ
カ
、
ソ
レ

ヲ
又
、「
カ
ク
コ
レ
ラ
ガ
申
候
ナ
リ
」
ト
告
タ
リ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
、
ヒ
シ
ト
院
ノ
御

所
ニ
参
リ
籠
テ
、「
只
今
マ
カ
リ
出
テ
ハ
コ
ロ
サ
レ
候
ナ
ン
ズ
」
ト
テ
、
ナ
ノ
メ

ナ
ラ
ヌ
事
出
キ
テ
、頼
家
ガ
リ
又
広
元
ハ
方
人
ニ
テ
ア
リ
ケ
ル
シ
テ
、ヤ
ウ
〳
〵

ニ
云
テ
、
コ
ノ
三
人
ヲ
三
右
衛
門
ト
ゾ
人
ハ
申
シ
、
コ
レ
ラ
ヲ
院
ノ
御
前
ワ
タ

シ
テ
、
三
人
ノ
武
士
タ
マ
ハ
リ
テ
流
罪
シ
テ
ケ
リ
。
サ
テ
頼
朝
ガ
拝
賀
ノ
ト
モ

シ
タ
リ
シ
公
経
・
保
家
ヲ
ヒ
コ
メ
ラ
レ
ニ
ケ
リ
。
能
保
コ
ト
ニ
イ
ト
ヲ
シ
ク
シ

テ
左
馬
頭
ニ
ナ
シ
タ
リ
シ
タ
カ
ヤ
ス
ト
云
シ
者
ナ
ド
流
レ
ニ
ケ
リ
。
二
月
十
四

日
ノ
事
ニ
ヤ
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
。
又
文
学
上
人
播
磨
玉
ハ
リ
テ
思
フ
マ
ヽ
ニ
高
雄
寺

建
立
シ
テ
、
東
寺
イ
ミ
ジ
ク
ツ
ク
リ
テ
ア
リ
シ
モ
、
使
庁
検
非
違
使
ニ
テ
マ
モ

ラ
セ
ラ
レ
ナ
ド
ス
ル
事
ニ
テ
ア
リ
ケ
リ
。
三
左
衛
門
モ
通
親
公
ウ
セ
テ
後
ハ
、

皆
メ
シ
返
サ
レ
テ
メ
デ
タ
ク
テ
候
キ
。 

（『
愚
管
抄
』
巻
第
六
、
土
御
門
）

慈
円
は
、
こ
の
事
件
の
背
景
に
一
条
家
に
対
す
る
冷
遇
が
あ
っ
た
可
能
性
を
記
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
何
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
一
条
家
は
、
建
久
八
年

（
一
一
九
七
）
一
〇
月
に
能
保
、
翌
九
年
九
月
に
高
能
が
死
去
し
窮
地
に
立
た
さ
れ
て

い
た
。
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
に
お
い
て
、一
条
家
関
係
者
の
う
ち
生
年
が
判
明
し

て
い
る
の
は
、
能
保
の
子
息
の
尊
長
（
三
四
歳
）・
信
能
（
一
〇
歳
）・
実
雅
（
四
歳
）、

高
能
の
子
息
の
頼
氏
（
二
歳
）
の
み
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、頼
氏
は
高
能
没
年
の
建
久

九
年
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
る
の
で
（『
公
卿
補
任
』）、
高
能
の
子
息
の
能
氏
・
行
能
・

能
継
ら
は
、
頼
氏
と
同
年
か
そ
れ
以
前
の
生
年
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
能
保
の
子

息
と
し
て
、
僧
籍
の
能
全
・
能
性
・
長
能
が
い
る
が
生
年
は
い
ず
れ
も
不
明
で
あ
る
。

赤
松
俊
秀
氏
は
、「
能
保
入
道
、
高
能
卿
ナ
ド
ガ
跡
」
に
つ
い
て
、
高
能
の
後
継
者

を
頼
氏
に
比
定
さ
れ
て
い
る⑮
。
頼
氏
は
、『
公
卿
補
任
』（
嘉
禎
二
年
条
）
に
高
能
三
男

と
あ
る
も
の
の
、
母
は
松
殿
基
房
の
娘
で
あ
り
、
嫡
子
の
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
頼
氏
の
生
年
が
事
件
の
前
年
で
あ
り
、
他
の
子
息
も
頼
氏
を
し
の

ぐ
存
在
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
よ
り
、
正
治
元
年
当
時
、
一
条
家
の
嫡
流
的
存
在

は
、
一
〇
歳
の
能
保
二
男
の
信
能
（
従
五
位
上
遠
江
介
）
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
。

能
保
に
は
僧
籍
の
子
息
と
し
て
、
尊
長
・
能
全
・
能
性
・
長
能
の
四
人
が
お
り
、

中
で
も
尊
長
は
高
能
よ
り
も
一
〇
歳
年
長
と
推
定
さ
れ⑯
、建
久
七
年
の
政
変
後
に
は
、

天
台
座
主
に
任
じ
ら
れ
た
承
仁
法
親
王
の
拝
堂
行
列
に
法
眼
と
し
て
加
わ
る
な
ど
頭

角
を
現
し
て
い
た⑰
。
杉
橋
氏
は
、
尊
長
が
僧
綱
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
通
親
の
計
ら

い
に
よ
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る⑱
。
尊
長
は
、
こ
の
事
件
後
の
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
七
月
、
前
左
大
臣
藤
原
兼
雅
の
葬
儀
に
際
し
て
、
武
者
数
十
騎
を
具
し

て
輿
に
乗
り
参
列
す
る⑲
な
ど
、
通
親
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
活
躍
が
目
を
引
き
、
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尊
長
と
一
条
家
に
対
す
る
冷
遇
と
の
関
係
は
見
い
出
せ
な
い
。
他
の
僧
籍
に
あ
っ
た

者
も
同
様
に
関
係
が
な
い
も
の
と
考
え
た
い
。

次
に
能
保
の
二
男
信
能
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
信
能
は
、建
久
元
年（
一
一
九
〇
）

生
ま
れ
で⑳
、
母
は
江
口
遊
女
慈
氏
（『
尊
卑
分
脈
』）
で
あ
る
。
彼
の
官
歴
を
辿
る
と
母

の
出
自
が
不
利
に
働
い
て
は
お
ら
ず
、む
し
ろ
官
位
の
昇
進
は
早
く
、建
久
四
年
（
四

歳
）
で
叙
爵
、
建
久
六
年
（
六
歳
）
で
侍
従
、
建
久
七
年
（
七
歳
）
に
能
保
の
従
姉
妹

に
あ
た
る
七
条
院
の
御
給
で
従
五
位
上
に
叙
せ
ら
れ
、
そ
の
後
も
ほ
ぼ
順
調
な
官
位

の
上
昇
が
見
ら
れ
る㉑
。
白
根
靖
大
氏
は
、
信
能
は
一
条
家
の
家
格
上
昇
を
担
っ
て
お

り
、
羽
林
家
へ
の
飛
躍
を
果
た
さ
ん
と
し
た
段
階
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
父
能
保
が

頼
朝
と
の
関
係
の
中
で
、
朝
廷
に
お
け
る
立
場
の
上
昇
が
子
息
に
反
映
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る㉒
。
信
能
の
若
年
時
の
官
位
上
昇
は
兄
高
能
を
は
る
か
に
上

回
る
の
も
の
で
あ
り
、
高
能
の
死
後
、
一
条
家
の
当
主
に
地
位
に
あ
っ
た
可
能
性
は

高
い
。
表
1
は
、
高
能
・
信
能
・
実
雅
・
頼
氏
の
官
位
歴
と
年
齢
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
信
能
は
、
事
件
直
後
の
正
治
元
年
三
月
の
遠
江
介
補
任
以
降
、
数
年
間
官

位
の
上
昇
が
見
ら
れ
な
い
。
能
保
や
高
能
存
命
中
と
比
べ
そ
の
落
差
は
極
め
て
大
き

く
、「
三
左
衛
門
事
件
」
後
、
し
ば
ら
く
の
間
冷
遇
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

能
保
の
三
男
実
雅
は
、
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
生
ま
れ
で
、
母
は
「
家
女
房
藤
家

恒
女
」（『
尊
卑
分
脈
』）
で
あ
る
。
藤
原
家
恒
の
記
載
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
な
く
、信

能
と
同
様
に
母
の
持
つ
政
治
的
意
味
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
叙
爵
は
建

仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
八
歳
の
時
で
あ
り
、兄
信
能
と
比
べ
る
と
遅
い
。
信
能
の
叙
爵

が
四
歳
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
正
治
元
年
当
時
四
歳
と
な
っ
た
実
雅
の
叙
爵

が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。叙
爵
が
通
親
死
去
の
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

実
雅
も
ま
た
兄
信
能
同
様
に
事
件
後
冷
遇
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
通
親
と
大
江
広
元
は
姻
戚
関
係
に

あ
り
、
そ
の
昵
懇
な
関
係
か
ら
、「
広
元
ハ
方
人
ニ
テ
ア
リ
ケ
ル
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
事
件
に
鎌
倉
方
で
は
広
元
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い㉓
。

表 1　「一条高能・信能・実雅・頼氏の官位歴」　（『公卿補任』・『尊卑分脈』・『国司補任』等より作成）
年齢 高　能 信　能 実　雅 頼　氏
1 安元 2 建久 1 建久 7 建久 9
2 治承 1 建久 2 建久 8 正治 1
3 治承 2 建久 3 建久 9 正治 2
4 治承 3 建久 4 叙爵 正治 1 建仁 1
5 治承 4 建久 5 正治 2 建仁 2
6 養和 1 建久 6 侍従 建仁 1 建仁 3
7 寿永 1 建久 7 従五位上 建仁 2 元久 1
8 寿永 2 建久 8 建仁 3 叙爵 元久 2
9 元暦 1 叙爵 建久 9 元久 1 建永 1
10 文治 1 正治 1 遠江介（3/25） 元久 2 承元 1
11 文治 2 左馬頭 正治 2 建永 1 侍従 承元 2
12 文治 3 従五位上 建仁 1 承元 1 承元 3
13 文治 4 建仁 2 承元 2 承元 4
14 文治 5 正五位下、但馬介 建仁 3 承元 3 建暦 1
15 建久 1 従四位下 元久 1 承元 4 従五位上、越前介 建暦 2
16 建久 2 元久 2 左少将、正五位下 建暦 1 建保 1
17 建久 3 従四位上 建永 1 備後権介 建暦 2 建保 2
18 建久 4 右近衛督 承元 1 従四位下 建保 1 建保 3 叙爵
19 建久 5 正四位下 承元 2 建保 2 建保 4
20 建久 6 承元 3 建保 3 建保 5 侍従
21 建久 7 蔵人頭、参議 承元 4 従四位上 建保 4 建保 6
22 建久 8 左衛門督、従三位 建暦 1 美濃介、左中将、中宮権亮 建保 5 伊予守 承久 1
23 建久 9 左兵衛督、丹波権守  ＜死去＞ 建暦 2 建保 6 左少将 承久 2
24 建保 1 播磨守 承久 1 正五位下 承久 3
25 建保 2 正四位下 承久 2 従四位下、右中将 貞応 1
26 建保 3 承久 3 讃岐守、従四位上 貞応 2 右兵衛権佐
27 建保 4 貞応 1 参議、左中将、正四位下 元仁 1 従五位上、右少将
28 建保 5 貞応 2 美作権守、従三位 嘉禄 1 越後介
29 建保 6 元仁 1 職停止 嘉禄 2 正五位下
30 承久 1 蔵人頭 嘉禄 1 安貞 1
31 承久 2 参議、左中将 嘉禄 2 安貞 2 従四位下
32 承久 3 従三位、備中権守  ＜死去＞ 安貞 1 寛喜 1
33 安貞 2 ＜死去＞ 寛喜 2 周防権介

天福 1 36 歳―従四位上
嘉禎 1 38 歳―右兵衛督、正四位下
嘉禎 2 39 歳―従三位
暦仁 1 41 歳―皇后宮権大夫、正三位
延応 1 42 歳―左兵衛督
宝治 1 50 歳―従二位
宝治 2 51 歳―＜死去＞
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２　
『
明
月
記
』
の
検
討

こ
の
事
件
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
『
明
月
記
』
か
ら
事
件
の
推
移
を
見
て
い

き
た
い
。（
月
日
は
正
治
元
年
）

又
巷
説
云
、院
中
物
忩
、上
辺
有
二
兵
革
之
疑
一
。
御
祈
千
万
被
レ
引
二
神
馬
一
。
新

大
将
籠
二
候
御
所
一
不
レ
出
二
里
亭
一
、
是
有
レ
事
故
云
々
。 

（
正
月
二
二
日
条
）

巷
説
、
京
中
騒
動
、
衆
口
狂
乱
、
院
中
又
物
忩
、
新
大
将
猶
恐
二
世
間
一
云
々
。

　
　
（
正
月
二
六
日
条
）

掃
部
頭
親
能
来
廿
九
日
可
二
上
洛
一
、
其
時
可
レ
有
二
成
敗
一
云
々
。（

正
月
二
七
日
条
）

世
間
狂
言
逐
日
嗷
々
、
院
中
警
固
如
二
軍
陣
一
云
々
。 

（
正
月
二
八
日
条
）

一
昨
日
京
中
忽
騒
動
、
隆
保
朝
臣
行
二
向
北
小
路
東
洞
院
一
、
喚
二
集
諸
武
士
一
議

定
、
依
二
此
事
一
天
下
又
狂
乱
。 

（
二
月
一
一
日
条
）

京
中
又
騒
動
、
左
衛
門
尉
三
人
、基
清
、
政

経
、義
成
、

新
中
将
雑
色
召
二
取
之
一
参
レ
院
、
先
向
二

惟
義
許
一
、
武
士
守
護
被
レ
渡
二
院
御
所
一
、
給
二
武
士
三
人
一
云
々
。

（
二
月
一
四
日
条
）

今
曉
宰
相
中
将
公
経
卿
、
保
家
朝
臣
、
隆
保
朝
臣
被
レ
止
二
出
仕
一
云
々
。
巷
説

公
卿
七
人
可
二
滅
亡
一
、
不
レ
知
二
誰
人
一
、
文
学
上
人
、
年
来
依
二
前
大
将
之
帰
依
一
、
其
威

光
充
二－

満
天
下
一
、
諸
人
追
従
僧
也
。   

夜

前
検
非
違
使
可
二
守
護
一
之
由
被
二
宣
下
一
云
々
、
別
當
相
二
具
官
人
一
参
レ
院
、
夜

半
許
廷
尉
三
人
承
レ
之
云
々
。 

（
二
月
一
七
日
条
）

親
能
今
朝
入
洛
、
天
下
事
可
レ
決
云
々
、
又
云
、
夜
前
入
洛
云
々
。

　
　
　
　
　
　
（
二
月
二
六
日
条
）

三
人
金
吾
昨
今
下
二
向
関
東
一
云
々
。
不
二
同
道
一
、
各
武
士
等
預
レ
之
相
具
。
此

輩
七
人
父
子
、
解
官
云
々
。 

（
三
月
四
日
条
）

被
レ
遣
二
関
東
一
金
吾
三
人
不
二
請
取
一
、
自
レ
路
追
上
、
左
右
可
レ
隨
二
勅
定
一
申
レ

之
、
或
云
斬
罪
云
々
。 

（
三
月
二
二
日
条
）

文
学
上
人
高
尾
堂
延
杲
僧
正
給
レ
之
。
自
庄
了
二
卿
典
侍
等
之
輩
一
、
近
臣
女
房

等
皆
悉
給
レ
之
。
隆
保
朝
臣
於
二
摂
政
殿
一
被
二
召
問
一
、
粗
陳
レ
披
旨
等
有
レ
之
、

九
条
殿
辺
当
時
無
為
之
由
歟
。
三
金
吾
□
□
有
二
其
聞
一
云
々
。（

四
月
一
三
日
条
）

又
去
廿
三
日
隆
保
朝
臣
武
士
等
被
二
召
合
一
事
等
粗
語
レ
之
。
隆
保
武
士
同
座
二
地

上
一
云
々
。（
中
略
）
盛
衰
浮
レ
眼
歟
、可
レ
悲
。
此
間
口
状
等
惣
不
レ
覚
云
々
。（
中

略
）
或
云
、
可
レ
遣
二
夷
島
一
。
或
云
、
可
レ
遣
二
以
往
島
一
云
々
。（

四
月
二
六
日
条
）

正
月
一
三
日
の
頼
朝
死
去
の
報
は
、
一
八
日
に
第
一
報
が
京
に
も
た
ら
さ
れ
た㉔
。

二
二
日
に
は
、
二
〇
日
の
除
目
で
「
右
近
大
将
」
に
任
じ
ら
れ
た
通
親
の
周
辺
が
俄

に
緊
張
の
度
合
い
を
深
め
、
二
七
日
に
は
鎌
倉
か
ら
中
原
親
能
が
上
洛
し㉕
、
成
敗
を

行
う
と
い
う
情
報
を
定
家
は
得
て
い
る
。
物
々
し
い
警
固
が
敷
か
れ
る
中
、
通
親
襲

撃
の
謀
議
に
誰
が
関
与
し
て
い
る
の
か
、
当
初
名
前
が
出
て
い
な
か
っ
た
が
、
二
月

一
一
日
に
は
じ
め
て
源
隆
保
の
名
前
が
記
さ
れ
、
一
四
日
に
は
後
藤
基
清
・
中
原
政

経
・
小
野
義
成
が
源
頼
家
の
雑
色
に
逮
捕
さ
れ
、
大
内
惟
義
を
経
由
し
た
の
ち
、
院

御
所
に
連
行
さ
れ
武
士
に
身
柄
が
引
き
渡
さ
れ
た
。
一
七
日
に
な
る
と
、
西
園
寺
公

経
・
藤
原
保
家
・
源
隆
保
が
出
仕
を
止
め
ら
れ
、
公
卿
七
人
の
滅
亡
と
い
う
伝
聞
や

文
覚
逮
捕
の
情
報
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
原
親
能
は
予
定
よ
り
遅
れ
二
月
二
六

日
に
入
洛
し
、
騒
動
の
処
理
に
当
た
り
、
三
月
四
日
に
は
、
逮
捕
さ
れ
て
い
た
「
三

左
衛
門
」
は
そ
れ
ぞ
れ
武
士
に
預
け
ら
れ
鎌
倉
に
護
送
さ
れ
た
。
し
か
し
、
幕
府
は

こ
れ
を
受
け
取
ら
ず
、
彼
ら
は
途
中
か
ら
戻
さ
れ
、
勅
定
に
従
う
こ
と
に
な
り
、
或

い
は
斬
首
さ
れ
た
と
い
う
伝
聞
も
流
れ
た
。

ま
ず
、「
三
左
衛
門
」
の
処
分
で
あ
る
が
、
後
藤
基
清
の
讃
岐
守
護
職
は
停
止
さ
れ

た
も
の
の㉖
、
小
野
義
成
と
中
原
政
経
の
処
分
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
結
局
三
人
に

対
し
て
流
罪
等
の
処
分
は
な
く
、『
愚
管
抄
』
の
「
三
左
衛
門
モ
通
親
公
ウ
セ
テ
後

ハ
、
皆
メ
シ
返
サ
レ
テ
」
の
記
述
は
、
慈
円
の
認
識
違
い
と
言
え
よ
う
。
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注
目
さ
れ
る
の
は
、
源
隆
保
の
動
き
で
あ
る㉗
。
図
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
隆
保
は

頼
朝
・
一
条
家
双
方
と
関
係
が
深
く
、
能
保
に
目
を
か
け
ら
れ
、
高
能
の
後
任
と
し

て
左
馬
頭
に
抜
擢
さ
れ
た
。
二
月
一
一
日
、
隆
保
は
、
武
士
を
召
集
し
何
事
か
謀
議

を
め
ぐ
ら
せ
た
よ
う
で
京
中
は
騒
然
と
し
た
。
そ
の
後
、
三
月
二
五
日
に
解
官
、
五

月
二
一
日
に
土
佐
配
流
と
な
っ
た
が㉘
、『
皇
帝
紀
抄
』
に
よ
れ
ば
、
理
由
は
後
鳥
羽
上

皇
へ
の
謀
反
と
あ
る
。
本
位
に
復
し
た
の
は
、建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
六
月
二
五
日

（『
百
錬
抄
』）
で
あ
り
、
事
件
の
処
罰
者
の
中
で
は
最
も
遅
い
。
隆
保
は
、「
コ
ト
ニ
イ

ト
ヲ
シ
ク
シ
テ
左
馬
頭
ニ
ナ
シ
タ
リ
」（『
愚
管
抄
』）
と
自
身
の
抜
擢
に
尽
力
し
て
く

れ
た
能
保
の
死
後
、
そ
の
子
息
等
の
処
遇
へ
の
不
満
な
ど
も
こ
う
し
た
行
動
を
起
こ

さ
せ
た
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

文
覚
の
処
分
も
注
目
さ
れ
る
。
文
覚
は
、
二
月
一
六
日
に
検
非
違
使
庁
の
監
督
下

に
置
か
れ
、
三
月
一
九
日
に
佐
渡
配
流
と
な
っ
た
。（『
百
錬
抄
』）
そ
の
後
、
建
仁
二

年
（
一
二
〇
二
）
一
〇
月
に
通
親
が
死
去
す
る
と
、同
年
一
二
月
二
五

日
に
召
返
の
宣
旨
が
出
さ
れ
た㉙
。
文
覚
の
赦
免
の
遅
れ
は
、
先
述
し

た
よ
う
に
、
前
年
か
ら
の
守
貞
親
王
擁
立
に
お
け
る
文
覚
の
過
激
な

行
動
に
因
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

西
園
寺
公
経
と
藤
原
保
家
に
対
す
る
処
分
は
「
籠
居
」
で
あ
っ
た

が
、
早
く
も
同
年
七
月
に
は
公
経
に
対
し
て
綸
言
が
も
た
ら
さ
れ㉚
、

同
年
一
一
月
に
は
籠
居
が
解
か
れ
た㉛
。
保
家
も
通
親
の
死
後
か
ら
数

日
後
に
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
る32
な
ど
、
一
条
家
関
係
の
処
罰
者
の
赦

免
は
早
期
に
行
わ
れ
て
い
る33
。
こ
れ
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
次
第
に
後
鳥
羽
上
皇
の
意
向
が
強
く
出
さ
れ
、
そ
の
挙
党

体
制
的
方
針
に
通
親
も
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。

三　

一
条
家
家
人
の
動
向

次
に
、
こ
の
事
件
の
当
事
者
と
見
な
さ
れ
た
能
保
の
遺
臣
の
後
藤
基
清
ら
が
、
京

と
鎌
倉
の
間
で
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
か
を
見
る
こ
と
で
、
京
・
鎌
倉

の
二
重
の
主
従
関
係
に
あ
っ
た
在
京
御
家
人
の
実
態
の
一
端
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

１　

後
藤
基
清

基
清
の
実
父
は
佐
藤
仲
清
で
あ
る
が
、
同
じ
藤
原
氏
藤
成
流
の
後
藤
実
基
に
実
子

が
な
か
っ
た
た
め
か
、基
清
は
そ
の
養
子
と
な
っ
た
。
仲
清
の
同
母
兄
弟
に
義
清
（
西

行
法
師
）
が
い
る
。
図
2
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
佐
藤
・
後
藤
一
族
は
左
衛
門
尉
・
左

兵
衛
尉
等
の
武
官
や
検
非
違
使
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
者
が
多
く
、
武
芸
に
秀
で
た
一

図
2　

  「
佐
藤
・
後
藤
氏
系
図
」（
＝  

養
子
関
係　

○
左（
右
）衛
門
尉　

□
左（
右
）兵
衛
尉　

△
検
非
違
使
）

（『
尊
卑
分
脈
』
よ
り
作
成
）
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族
と
言
え
る
。
実
基
は
一
条
能
保
室
（
頼
朝
同
母
妹
）
の
乳
父
で
あ
り
、
遅
く
と
も
実

基
の
代
か
ら
は
一
条
家
と
の
主
従
関
係
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る34
。

実
基
と
基
清
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衛
氏
の
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。
角
田
氏
は
、

実
基
の
妻
は
、
頼
朝
同
母
妹
を
養
育
し
て
お
り
、
実
基
は
、
基
清
を
養
子
に
迎
え
こ

れ
に
実
の
娘
を
配
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
さ
れ
、
基
清
は
そ
の
関
係
に
よ

り
一
条
能
保
に
仕
え
た
と
さ
れ
る35
。
ま
た
、
上
横
手
雅
敬
氏
は
、
基
清
は
、
有
力
な

在
京
御
家
人
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
西
面
の
武
士
・
検
非
違
使
・
左
衛
門
尉
と
し

て
国
家
公
権
と
結
び
、
一
条
家
と
の
関
係
は
鎌
倉
殿
と
の
関
係
よ
り
も
時
間
的
に
も

実
質
的
に
も
先
行
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る36
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
近
年
、
佐
伯
智
広
氏
は
、
一
条
能
保
と
基
清
の
家
人
関
係
は
、

基
清
の
お
じ
の
西
行
が
徳
大
寺
実
能
の
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
よ
り
、
徳
大
寺
家
が
介

在
し
て
お
り
、
能
保
と
頼
朝
妹
と
の
婚
姻
も
徳
大
寺
家
の
家
産
的
枠
組
の
中
で
行
わ

れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る37
。

角
田
・
上
横
手
両
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
基
清
は
幕
府
有
力
御
家
人
で
あ

る
と
と
も
に
、
検
非
違
使
・
左
衛
門
尉
な
ど
の
朝
官
を
拝
し
、
後
鳥
羽
院
の
北
面
・

西
面
に
名
を
連
ね
て
お
り38
、
在
京
御
家
人
の
一
典
型
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
清

の
京
・
鎌
倉
等
で
の
動
き
を
表
2
に
記
し
た
が
、
彼
の
行
動
か
ら
次
の
諸
点
が
指
摘

で
き
る
。
①
頼
朝
時
代
は
、
合
戦
へ
の
従
軍
・
寺
院
供
養
・
頼
朝
上
洛
時
等
は
、
鎌

倉
在
住
の
御
家
人
と
同
様
の
行
動
を
と
っ
て
い
る
が
、
概
ね
主
家
一
条
能
保
と
行
動

を
と
も
に
し
、京
（
能
保
）
と
鎌
倉
（
頼
朝
）
の
使
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

②
「
三
左
衛
門
事
件
」
で
は
、
讃
岐
守
護
職
を
罷
免
さ
れ
た
が
、
早
く
も
翌
正
治
二

年
（
一
二
〇
〇
）
二
月
に
復
帰
が
許
さ
れ
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
末
に
左
衛
門
尉

に
復
任
し
て
い
る
。
③
復
任
後
は
、一
条
家
の
家
人
と
し
て
の
行
動
は
確
認
で
き
ず
、

京
で
は
後
鳥
羽
上
皇
と
の
関
係
が
強
ま
り
、
西
面
衆
に
名
を
連
ね
る
な
ど
院
の
私
兵

化
の
傾
向
が
著
し
い
。

基
清
の
子
息
基
綱
は
、
承
久
の
乱
で
は
幕
府
方
に
つ
き
、
乱
後
幕
府
の
命
令
で
基

表 2　「後藤基清の動向」
年　月　日 （西暦） 所在 事　　項 事項の分類 基清の表記 出　　典

元暦 1・6・1 1184 鎌倉 平頼盛の餞別。京都に馴れるの輩として御前の簀に候ず。 A－1、C 後藤新兵衛尉基清 吾妻鏡
文治 1・2・19 1185 屋島 義経配下として養父実基と共に屋島合戦に従軍。 A－3 新兵衛尉基清 吾妻鏡
文治 1・4・15 1185 京 頼朝、基清ら内挙なき任官者に対し酷評。 兵衛尉基清 吾妻鏡
文治 1・5・17 1185 京→鎌倉 一条能保に従い鎌倉下向。基清の僕従と義経の郎党伊勢義盛の下部が乱闘。A－1、C 後藤新兵衛尉基清 吾妻鏡
文治 1・10・24 1185 鎌倉 勝長寿院落慶供養に供奉。 A－1 後藤兵衛尉基清 吾妻鏡
文治 1・12・17 1185 京 平重盛の子息忠房を預かる。 A－2 後藤兵衛尉基清 吾妻鏡
文治 2・6・22 1186 京 一条能保、梶原朝景・基清らに義経捜索を命ずるが実なし。 A－2・3、C 後藤兵衛尉基清 吾妻鏡
文治 5・7・16 1189 京→鎌倉 一条能保の使者として藤原泰衡の追討猶予あるべしと伝える。 A－2、C 後藤兵衛尉基清 吾妻鏡
建久 1・11・4 1190 鎌倉→京 頼朝の入洛前に結城朝光と共に御使として入洛。 A－2 基清 吾妻鏡
建久 1・12・1 1190 京 頼朝の右大将拝賀式典に三浦義澄らと共に供奉。 A－2 前左衛門尉基清 吾妻鏡
建久 2・4・26 1191 鎌倉→京 佐々木定綱・定重事件に関して使節として入洛。 A－2 後藤兵衛尉基清 吾妻鏡
建久 2・4・30 1191 京 延暦寺の所司 2人、基清宅で酒肴。 B 基清 吾妻鏡
建久 3・11・25 1192 鎌倉 永福寺供養に供奉。 A－1 後藤兵衛尉基清 吾妻鏡
建久 4・3・16 1193 京→丹波 平盛継潜伏の風聞、基清に追討命令。 A－3 兵衛尉基清 吾妻鏡
建久 4・9・7 1193 京 一条能保、後白河法皇の旧跡宣陽門院の宿直を基清等近国の御家人に命ずる。C 基清 吾妻鏡
建久 4・11・27 1193 鎌倉 永福寺薬師堂供養の随兵。 A－1 後藤左衛門尉基清 吾妻鏡
建久 5・12・26 1194 鎌倉 永福寺薬師堂供養の供奉人。 A－1 後藤兵衛尉基清 吾妻鏡
建久 6・3・10 1195 京 頼朝上洛の随兵（東大寺供養） A－2 後藤兵衛尉 吾妻鏡
建久 6・4/15.5/18 1195 京 頼朝の石清水詣（4/15）、天王寺詣（5/18）に随兵。 A－2 後藤左衛門尉基清 吾妻鏡
建久 6・8・6 1195 不明 丹波国志楽庄、伊祢保の地頭（基清）濫妨狼藉で訴えられる。 後藤左衛門尉基清 吾妻鏡
建久 7・7 1196 京 子息基綱と共に平知忠を誅殺し、能保のもとに首持参。 A－2、C 後藤左衛門尉 延慶本平家物語
建久 9・1・22 1198 京 後鳥羽院の北面始、二十人の中に選定。 B 左衛門尉、後藤基清 参軍要略抄下
建久 9・2・14 1198 京 上皇、八幡御幸。北面として供奉。 B 基清 明月記
正治 1・2・14 1199 京→鎌倉→京 頼家の雑色に中原政経・小野義成と共に逮捕。 基清 明月記　愚管抄
正治 1・3・5 1199 不明 讃岐守護職停止、近藤国平を替補。 後藤左衛門尉基清 吾妻鏡
正治 2・2・7 1200 京 佐々木広綱と梶原景時の与党を逮捕 A－2・3 基清 吾妻鏡
正治 2・2・26 1200 鎌倉 頼家の鶴岡八幡宮社参に随従。（基綱も随従・・兵衛尉） A－1 後藤左衛門尉基清 吾妻鏡
建仁 3・12・30 1203 京 小除目、兵衛門尉に還任。＊ 1 基清 明月記
元久 2・閏 7・26 1205 京 平賀朝雅討伐 A－2・3 後藤左衛門尉基清 吾妻鏡
建永 1・9・25.27 1206 近江・宇治・京 今津浜・和邇浜乱入の延暦寺堂衆に対し、小野義成等と共に院御所警固。

小野義成・成時父子と法性寺北辺で謀反者八島次郎を討つ。
B 基清 明月記

承元 4・5・11 1210 京 幕府、勅宣により御家人十三流（後藤を含む）を本所・滝口に候ぜしむ。A－2 吾妻鏡
建暦 1・1・5 1211 京 後鳥羽院、七条院へ御幸。検非違使として供奉人中にあり。 B 基清 業資王記
建保 1・1・1 1213 鎌倉 実朝の鶴岡社参。最末に候ず。 A－1 大夫判官基清 吾妻鏡
建保 1・8・3 1213 京 清水寺と清閑寺の相論の鎮圧に派遣し清水の城を破却。 B 基清 吾妻鏡
建保1・8/29.9/3.5 1213 不明 西面武士基清、藤原兼子の所領播磨国細川荘において狼藉。

兼子、上皇に訴える。上皇の口添えにより和解。
基清 明月記

建保 1・11・5 1213 宇治 興福寺の衆徒を防禦 B 検非違使基清 一代要記　
建保 6・1・12 1218 京 飛脚を鎌倉に遣わし、平正重を捕らえ斬首したことを報告。 A－2・3 後藤大夫判官基清 吾妻鏡
建保 6・9・16 1218 京 延暦寺衆徒の強訴。在京武士基清等宮門を防禦。 B 基清 吾妻鏡
承久 3・7・2 1221 不明 西面衆の平有範・佐々木広綱・大江能範等と共に斬首。（子息左衛門尉基綱斬る）B ＊ 2 吾妻鏡

＊ 1　左衛門尉の誤りか
＊ 2　後藤検非違使従五位上行左衛門少尉藤原朝臣基清

事項の分類
A　鎌倉（幕府）方として行動（A－1在鎌倉　A－2在京　A－3軍事行動）　　B　京（朝廷）方として行動　　C　一条家家人として行動
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清
を
斬
首
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
頼
朝
時
代
か
ら
「
三
左
衛
門
事
件
」
の
後
し
ば
ら

く
の
間
は
、
父
基
清
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る39
。

２　

小
野
義
成
・
成
時

図
3
は
小
野
氏
系
図
で
あ
る
。『
続
群
書
類
従
』
所
収
の
「
小
野
氏
系
図
」
に
よ
れ

ば
、
義
成
の
叔
母
（
伯
母
）
に
は
、
八
田
宗
綱
の
妻
（
宇
都
宮
朝
綱
母
）
で
頼
朝
乳
母

を
勤
め
た
女
性
が
い
る
。
朝
綱
は
、
鳥
羽
院
武
者
所
・
後
白
河
院
北
面
を
勤
め
て
お

り
、頼
朝
側
近
の
八
田
知
家
は
兄
弟
で
あ
る
。
同
じ
く
『
続
群
書
類
従
』
所
収
の
「
小

野
氏
系
図
、
横
山
」
に
よ
れ
ば
、
義
成
の
お
じ
の
盛
尋
は
、
石
橋
山
合
戦
に
お
い
て

頼
朝
方
に
加
わ
り
勲
功
を
あ
げ
て
い
る
。
小
野
氏
は
頼
朝
と
の
関
係
が
深
く
、
も
と

も
と
は
東
国
に
地
盤
が
あ
っ
た
豪
族
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

小
野
義
成
・
成
時
父
子
の
動
向
を
表
3
・
表
4
に
記
し
た
。
義
成
は
、
後
藤
基
清

同
様
に
在
京
御
家
人
と
考
え
ら
れ
る
が
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
頃
に
は
、
し
ば
ら

く
鎌
倉
に
下
向
し
幕
府
の
的
始
の
射
手
を
勤
め
、
実
朝
誕
生
に
当
た
っ
て
は
馬
を
牽

き
、永
福
寺
供
養
に
際
し
て
は
基
清
と
共
に
供
奉
人
と
な
っ
て
い
る40
。「
三
左
衛
門
事

件
」
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
後
は
、
翌
正
治
二
年
二
月
に
嫡
男
成
時
が
頼
家
の
鶴
岡
八

幡
宮
社
参
に
後
藤
基
清
等
と
と
も
に
供
奉
し
て
お
り41
、
恐
ら
く
は
基
清
と
同
じ
頃
復

帰
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
平
賀
朝
雅
事
件
時
に
は
、
北
条
時
政
の
失
脚

と
、実
朝
加
判
の
朝
雅
追
討
命
令
が
到
着
し
た
こ
と
を
九
条
良
経
に
報
告
す
る42
な
ど
、

朝
廷
と
幕
府
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
延
暦
寺
堂

衆
の
乱
暴
の
際
は
、
後
藤
基
清
や
子
息
成
時
と
と
も
に
、
院
御
所
の
警
固
や
院
宣
を

奉
じ
て
謀
反
人
の
成
敗
を
行
っ
て
お
り43
、
そ
れ
以
降
は
専
ら
朝
廷
方
と
し
て
の
行
動

に
終
始
し
、承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
流
行
病
に
た
め
京
に
没
し
た
。
成
時
は
同
年
八

月
に
鎌
倉
に
下
向
し
、「
譲
二
得
亡
父
遺
跡
一
也
。
於
二
朝
恩
一
無
二
異
儀
一
、
関
東
御
恩

地
同
可
レ
蒙
二
其
旨
一
」（『
吾
妻
鏡
』
承
元
二
年
八
月
二
〇
日
条
）
と
、
院
の
許
可
を
後
ろ

盾
に
亡
父
義
成
の
所
領
の
安
堵
を
幕
府
に
願
い
出
て
お
り
、
院
御
所
の
笠
懸
の
射
手

を
勤
め
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
院
近
臣
と
し
て
の
立
場
を
見
る
こ
と
が
で

き
る44
。
承
久
の
乱
に
際
し
て
は
、
弟
盛
綱
が
藤
原
秀
康
等
と
行
動
を
共
に
し
た
が
敗

れ
逃
亡
し
、
成
時
も
六
月
一
四
日
に
敗
死
し
た45
。

図
3　

 「
小
野
氏
系
図
１
」

（
○
左
（
右
）
衛
門
尉　

□
左
（
右
）
兵
衛
尉
・
兵
衛
大
夫　

△
検
非
違
使
）

（「
小
野
氏
系
図
」『
続
群
書
類
従
』
巻
第
百
六
十
六
よ
り
作
成
）

　
　
　
「
小
野
氏
系
図
2
」

（
○
左
（
右
）
衛
門
尉　

□
左
（
右
）
兵
衛
尉
・
兵
衛
大
夫　

△
検
非
違
使
）

（「
小
野
氏
系
図
、
横
山
」『
続
群
書
類
従
』
巻
第
百
六
十
六
よ
り
作
成
）
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菊
池
紳
一
氏
は
、
義
成
の
父
成
綱
に
関
し
て
、
早
期
か
ら
の
京
都
と
の
つ
な
が
り

が
想
定
さ
れ
、
情
報
収
集
に
よ
り
頼
朝
に
奉
公
し
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
、

義
成
も
頼
朝
の
推
挙
を
受
け
ず
に
左
衛
門
尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
建
久

三
年
一
一
月
二
五
日
が
義
成
の
『
吾
妻
鏡
』
の
終
見
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、そ
の
後
、

ま
も
な
く
上
洛
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
菊
池
氏
は
、
義
成
が
一
条
能
保

の
家
人
に
な
っ
た
時
期
は
建
久
年
間
以
降
で
あ
り
、
尾
張
守
護
職
の
伝
領
は
、「
成
綱

↓
義
成
↓
時
成
」
と
し
て
い
る46
。

小
野
義
成
・
成
時
が
一
条
家
家
人
と
し
て
行
動
し
て
い
る
所
見
は
な
い
。『
明
月

記
』・『
愚
管
抄
』
の
記
事
よ
り
能
保
家
人
の
可
能
性
は
高
い
が
、
目
立
っ
た
も
の
で

は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
左
衛
門
尉
な
ど
の
任
官
に
際
し
て
能
保
の
推
薦
が
あ
り
、
そ

れ
を
契
機
に
家
人
的
存
在
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

３　

中
原
政
経

最
後
に
中
原
政
経
を
と
り
あ
げ
る
。
後
藤
基
清
・
小
野
義
成
に
比
し
て
、
中
原
政

経
に
つ
い
て
の
記
載
は
極
め
て
少
な
い
。

建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
正
月
の
後
鳥
羽
天
皇
譲
位
の
際
、主
典
代
に
六
人
が
補
せ

ら
れ
た
が
、
中
原
政
経
（
左
衛
門
尉
）
と
安
倍
資
兼
（
左
衛
門
志
）
の
二
人
が
そ
の
最

初
で
あ
り
、
加
え
て
政
経
は
「
年
預
」
で
あ
っ
た47
。
政
経
は
建
久
六
年
と
七
年
の
後

院
庁
下
文
に
も
「
預
左
衛
門
少
尉
中
原
」
の
署
名
が
あ
る
こ
と
よ
り
、
後
院
庁
預
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る48
。
年
預
主
典
代
は
院
庁
の
上
首
（
庁
年
預
）
で
あ
る
が
、正
治
元

年
の
「
三
左
衛
門
事
件
」
で
失
脚
し
た
後
は
、
復
活
し
た
形
跡
は
な
い
。

本
郷
恵
子
氏
は
、
政
経
に
つ
い
て
、
後
白
河
院
の
主
典
代
で
あ
っ
た
中
原
政
泰
の

子
息
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、
政
経
が
院
庁
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
、
一

条
能
保
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
特
定
の
家
柄
や
派
閥
と
政

治
的
な
意
味
で
結
び
つ
く
こ
と
は
、
下
級
官
人
と
し
て
は
逸
脱
行
為
で
、
政
経
の
よ

表 3　「小野義成の動向」
年　月　日 （西暦） 所在 事　　項 事項の分類 義成の表記 出　　典
建久3・1・5 1192 鎌倉 的始。射手 6人 A－1 野三左衛門尉義成 吾妻鏡
建久3・8・9 1192 鎌倉 実朝誕生。八田知重・大友能直と馬を牽く。小野成綱ら 6

人護刀を献ず。
A－1 野三左衛門尉義成 吾妻鏡

建久3・11・25 1192 鎌倉 永福寺供養。後藤基清らと供奉人。随兵に成綱。 A－1 野三左衛門尉義成 吾妻鏡
正治1・2・14 1199 京→鎌倉→京 頼家の雑色に後藤基清・中原政経と共に逮捕。 左衛門尉義成 明月記　愚管抄
元久2・閏7・26 1205 京 北条時政の失脚と平賀朝雅追討の命令が鎌倉から到着した

ことを九条良経に報告。
A－2、B 義成 明月記

建永1・9・25、27 1206 京 延暦寺堂衆の乱暴に対し、後藤基清等と共に院御所警固。 B 義成 明月記
義成と成時、基清と法性寺北辺で謀反者八島次郎を討つ。

建永1・10・1 1206 京 義成、犯人を搦め取る。 B 義成 明月記
建永1・10・8 1206 京 義成、堂衆の首と捕虜を渡す。 B 義成 明月記
承元1・1・14 1207 京 除目、従五位下。 義成 明月記
承元1・4・23 1207 京 藤原光親の指示で検非違使として行動。 B 明月記
承元2・4・23 1208 京 流行病で危篤。 小野大夫判官義成 吾妻鏡
承元2・閏4・3 1208 京 没 ＊ 1 吾妻鏡　明月記

＊ 1、防鴨河使判官従五位下行左衛門少尉小野朝臣義成（吾妻鏡）　検非違使義成（明月記）

表 4　「小野成時の動向」
年　月　日 （西暦） 所在 事　　項 事項の分類 成時の表記 出　　典
正治2・2・26 1200 鎌倉 頼家鶴岡社参の供奉人、随兵。 A－1 野次郎左衛門尉成時 吾妻鏡
元久2・11・30 1205 京 除目、左衛門尉任官。 B 左衛門尉小乃成時 明月記
建永1・9・27 1206 京 義成と成時、基清と法性寺北辺で謀反者八島次郎を討つ。 B 義成息男成時 明月記
承元1・1・30 1207 京 院御所の笠懸の射手を務める。 B 明月記
承元2・8・20 1208 京→鎌倉 亡父義成の関東での御恩地を得るために鎌倉下向。 左衛門尉時成 吾妻鏡
建保1・5・15 1213 京 大友能直を追討するため筑紫より上洛。（風聞） 左衛門尉成時 明月記
建保1・5・22 1213 京 大友能直を追討するため筑紫より上洛したが、後鳥羽院の

命令で無事。（風聞）
＊2　夏野次郎左衛門尉盛時 吾妻鏡

建保1・8・6 1213 京 西面衆として行動 B 野三左衛門尉子息 華頂要略　百廿一天台座主記二
承久3・6・14 1221 京 宇治川の合戦で相模・武蔵の幕府軍と戦い敗死。 B 野次郎左衛門尉成時 吾妻鏡

＊ 2　大夫尉義盛の子

＊　事項の分類
A　鎌倉（幕府）方としての行動（A－1在鎌倉　A－2在京　A－3軍事行動）　B　京（朝廷）方としての行動　C　一条家家人としての行動　



三
一
七

三
左
衛
門
事
件
と
一
条
家

605

う
な
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る49
。

義
成
・
基
清
・
政
経
の
三
人
で
行
動
し
て
い
る
事
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
政
経
は
、

基
清
や
義
成
と
は
異
な
り
文
人
的
性
格
が
強
く
、軍
事
的
行
動
の
所
見
は
な
い
。「
左

衛
門
尉
」
を
帯
し
た
一
条
家
の
遺
臣
三
人
が
逮
捕
さ
れ
た
た
め
、
後
年
「
三
左
衛
門

事
件
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
初
頭
、
源
通
親
主
導
の
も
と
、
後
鳥
羽
天
皇
譲
位
と
土
御

門
天
皇
即
位
が
突
然
行
わ
れ
た
。
頼
朝
は
幼
主
即
位
に
反
対
し
て
い
た
が
、
そ
の
意

向
は
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
文
覚
は
守
貞
親
王
擁
立
に
動
き
頼
朝
に
も
働

き
か
け
た
が
、
頼
朝
は
二
女
三
幡
の
入
内
計
画
を
続
行
し
て
お
り
、
強
く
反
対
で
き

な
い
事
情
が
あ
っ
た
。
一
方
、
一
条
能
保
の
後
継
者
高
能
と
通
親
と
の
関
係
は
良
好

で
あ
り
、
能
保
室
の
信
子
や
能
保
娘
の
保
子
の
存
在
か
ら
、
一
条
家
が
こ
の
譲
位
に

反
対
し
た
徴
証
は
な
い
。
な
お
、
通
親
が
、
一
条
・
持
明
院
関
係
者
を
厚
遇
す
る
こ

と
で
、
新
帝
譲
位
を
円
滑
に
進
め
た
可
能
性
は
あ
る
。

翌
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
の
頼
朝
急
逝
直
後
の
「
三
左
衛
門
事
件
」
は
、通
親
の

一
条
家
に
対
す
る
冷
遇
に
起
因
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）

の
能
保
、
翌
九
年
の
高
能
の
相
次
ぐ
死
去
に
よ
り
、
一
条
家
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
て

い
る
中
で
頼
朝
と
い
う
大
き
な
後
ろ
盾
を
失
う
。当
時
十
歳
の
能
保
の
二
男
信
能
が
、

そ
の
後
継
者
と
考
え
ら
れ
る
が
、
厳
し
い
状
況
下
で
通
親
等
に
よ
る
冷
遇
が
予
想
さ

れ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
頼
朝
の
従
兄
弟
で
能
保
に
目
を
か
け
ら
れ
て
、
左
馬
頭
に

抜
擢
さ
れ
た
源
隆
保
が
不
穏
な
動
き
を
見
せ
、
後
藤
基
清
ら
能
保
の
遺
臣
は
そ
の
動

き
に
関
係
あ
り
と
見
な
さ
れ
て
逮
捕
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
事
件
は
前
年
の

後
鳥
羽
天
皇
の
譲
位
問
題
と
も
連
動
し
て
お
り
、
他
の
者
に
比
べ
て
、
文
覚
と
隆
保

の
赦
免
が
遅
れ
た
こ
と
は
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

「
三
左
衛
門
」
の
う
ち
、
後
藤
基
清
は
、
在
京
御
家
人
の
一
典
型
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
一
条
能
保
と
行
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
京
と
鎌
倉
の
使
者
と
し

て
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
、建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
の
左
衛
門
尉

復
任
以
後
は
一
条
家
の
家
人
と
し
て
の
行
動
は
確
認
で
き
ず
、
後
鳥
羽
上
皇
と
の
関

係
が
強
ま
り
、
院
の
私
兵
化
傾
向
が
著
し
く
な
り
、
同
様
に
院
と
の
結
び
つ
き
を
強

め
た
小
野
義
成
ら
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
。
小
野
義
成
は
、
事
件
の
処
罰
か
ら

復
帰
後
、
朝
幕
間
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
の
働
き
も
当
初
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
は
朝

廷
方
と
し
て
の
行
動
に
終
始
す
る
。
中
原
政
経
は
、
基
清
・
義
成
と
は
異
な
り
文
人

的
性
格
が
強
く
、基
清
や
義
成
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
所
見
は
確
認
で
き
な
い
。

注①　
一
条
家
に
関
し
て
は
、以
下
の
論
考
を
参
照
。
上
横
手
雅
敬
a
「
六
波
羅
探
題
の
成

立
」（『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
初
出
、
一
九
五
三

年
）。
同
b
「
承
久
の
乱
の
諸
前
提
」（『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
、一
九
七
〇

年
）。
角
田
文
衛
a
「
一
条
室
町
第
」（『
古
代
文
化
』
第
二
六
巻
七
号
、一
九
七
四
年
）。

同
b
「
源
頼
朝
の
妹
」（『
古
代
文
化
』
第
二
七
巻
一
一
号
、
一
九
七
五
年
）。
杉
橋
隆

夫
「
鎌
倉
初
期
の
公
武
関
係
」（『
史
林
』
五
四
巻
―
六
号
、
一
九
七
一
年
）。
江
平
望

「
一
条
能
保
の
前
半
生
」（『
鹿
児
島
中
世
史
研
究
会
報
』
五
一
、一
九
九
六
年
）。
槇
道

雄
「
二
位
法
印
尊
長
と
院
政
」（『
院
近
臣
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、二
〇
〇
一

年
）。
佐
伯
智
広
「
一
条
能
保
と
鎌
倉
初
期
公
武
関
係
」（『
古
代
文
化
』
第
五
八
巻
Ⅰ

号
、
二
〇
〇
六
年
）。
拙
稿
a
「
頼
宗
公
孫
一
条
家
の
消
長
―
中
世
前
期
に
お
け
る
一

公
卿
家
の
繁
栄
と
衰
退
―
」（
中
野
栄
夫
編
『
日
本
中
世
の
政
治
と
社
会
』
吉
川
弘
文

館
、二
〇
〇
三
年
）。
同
b
「
一
条
高
能
と
そ
の
周
辺
―
姻
戚
関
係
と
政
治
的
役
割
―
」

（
井
原
今
朝
男
・
牛
山
佳
幸
編
『
論
集 

東
国
信
濃
の
古
代
中
世
史
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）。

②　

赤
羽
洋
輔
「
建
久
九
年
土
御
門
天
皇
受
禅
事
情
と
そ
の
背
景
」（『
政
治
経
済
史
学
』

二
三
号
、
一
九
六
三
年
）
一
三
頁
。
赤
羽
は
、
こ
の
譲
位
に
当
た
っ
て
の
通
親
の
独
断

的
な
強
行
は
、
近
衛
家
や
高
倉
範
季
・
範
光
ら
の
一
門
と
の
連
帯
を
背
景
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
注
①
杉
橋
前
掲
論
文
、
二
六
〜
二
七
頁
。
杉
橋
は
、
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頼
朝
は
大
姫
死
後
も
ひ
き
つ
づ
き
三
幡
の
入
内
を
願
っ
て
お
り
、後
鳥
羽
天
皇
の
譲
位

も
幼
主
の
即
位
も
と
も
に
不
都
合
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

③　
『
愚
管
抄
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
五
一
三
頁
の
脚
注

参
照
。
五
味
文
彦
『
平
家
物
語
、
史
と
説
話
』（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）
一
一
一
頁
。

④　

山
田
昭
全
『
文
覚
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
一
三
六
〜
一
三
九
頁
。

⑤　

注
③
五
味
前
掲
著
書
、
一
一
二
頁
。

⑥　

河
内
祥
輔
「
朝
廷
再
建
運
動
の
展
開
と
朝
廷
・
幕
府
体
制
の
成
立
」（『
日
本
中
世
の

朝
廷
・
幕
府
体
制
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
四
五
〜
四
六
頁
。

⑦　

注
①
杉
橋
前
掲
論
文
、
二
九
頁
。

⑧　
『
尊
卑
分
脈
』
第
二
編
惟
孝
説
孝
孫
。

⑨　
『
三
長
記
』
建
久
七
年
一
一
月
二
五
日
・
二
九
日
条
。『
明
月
記
』
建
久
九
年
正
月

二
八
日
条
。

⑩　

注
①
杉
橋
前
掲
論
文
、
二
三
頁
。

⑪　

注
①
拙
稿
b
論
文
、
一
三
七
〜
一
三
八
頁
。

⑫　
『
明
月
記
』
建
久
九
年
正
月
一
一
日
条
に
、「
又
説
云
、
保
家
院
内
共
不
可
昇
云
々
。

定
虚
言
歟
、
無
双
近
習
也
。
如
何
々
々
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
保
家
に
対
す
る
も
の
で

あ
り
、
持
明
院
一
門
の
置
か
れ
た
不
安
定
な
状
況
が
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑬　
『
公
卿
補
任
』
建
久
九
年
条
。

⑭　
『
公
卿
補
任
』
建
仁
二
年
条
。

⑮　
『
愚
管
抄
』、
二
八
四
頁
の
脚
注
。

⑯　
『
血
脈
類
聚
記
』
巻
七

⑰　
『
華
頂
要
略
』
一
二
一
、
天
台
座
主
記
二
。

⑱　

注
①
杉
橋
前
掲
論
文
、
二
四
頁
。

⑲　
『
明
月
記
』
正
治
二
年
七
月
二
〇
日
条
。

⑳　
『
皇
代
暦
』
で
は
、
信
能
は
承
久
三
年
の
処
刑
当
時
三
十
二
歳
と
あ
る
。

㉑　
『
公
卿
補
任
』
承
久
二
年
条
。

㉒　

白
根
靖
大
「
承
久
の
乱
の
歴
史
的
意
義
」（『
日
本
歴
史
』
第
六
〇
三
号
、一
九
九
八

年
）
二
一
頁
。

㉓　

注
①
杉
橋
前
掲
論
文
、
二
七
頁
。
注
⑥
河
内
前
掲
著
書
、
四
六
頁
。
河
内
は
、
大
江

広
元
と
梶
原
景
季
が
関
係
し
て
お
り
、特
に
広
元
は
後
鳥
羽
の
信
頼
を
回
復
し
幕
府
の

安
泰
を
図
る
た
め
に
、守
貞
と
の
縁
を
絶
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
の
行
動
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

㉔　
『
明
月
記
』・『
猪
隈
関
白
記
』・『
業
資
王
記
』
い
ず
れ
も
正
治
元
年
正
月
一
八
日
条
。

㉕　

三
幡
入
内
に
つ
い
て
幕
府
側
の
窓
口
と
し
て
中
心
に
な
り
行
動
し
た
の
は
、三
幡
の

乳
母
夫
の
中
原
親
能
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

㉖　
『
吾
妻
鏡
』
正
治
元
年
三
月
五
日
条
。

㉗　
『
百
錬
抄
』
正
治
元
年
五
月
二
一
日
条
。『
明
月
記
』・『
業
資
王
記
』
同
月
二
二
日

条
。

㉘　

注
①
杉
橋
前
掲
論
文
、
二
七
頁
。
杉
橋
氏
は
、
通
親
襲
撃
の
謀
議
が
実
在
し
た
場
合

の
首
魁
が
源
隆
保
で
あ
っ
た
可
能
性
と
、事
件
そ
の
も
の
が
通
親
の
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ

で
あ
っ
た
可
能
性
を
併
せ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

㉙　
「
東
寺
長
者
補
任
」（『
群
書
類
従
』
補
任
部
巻
五
八
）。
な
お
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』

（
第
六
末
）
に
よ
れ
ば
、
文
覚
の
赦
免
に
は
、
将
軍
頼
家
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

㉚　
『
明
月
記
』
正
治
元
年
七
月
一
五
日
条
。

㉛　
『
公
卿
補
任
』
正
治
元
年
条
。

32　
『
公
卿
補
任
』
建
仁
二
年
条
。

33　
『
吾
妻
鏡
』
正
治
二
年
二
月
二
六
日
条
。『
明
月
記
』
建
仁
三
年
一
二
月
三
〇
日
条
。

34　

金
刀
比
羅
宮
蔵
本
『
平
治
物
語
』
中
・
義
朝
敗
北
の
事
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保

元
物
語
・
平
治
物
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）。

35　

注
①
角
田
前
掲
b
論
文
、
四
九
頁
。

36　

注
①
上
横
手
前
掲
a
論
文
、
一
九
三
〜
一
九
六
頁
。
同
b
論
文
、
三
四
八
頁
。　

37　

注
①
佐
伯
前
掲
論
文
、
三
頁
。

38　
「
参
軍
要
略
抄
下
」（『
続
群
書
類
従
』
巻
第
三
〇
八
）。『
明
月
記
』
建
保
元
年
八
月

二
九
日
、
九
月
三
日
、
五
日
条
。

39　
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
第
六
末
「
伊
賀
大
夫
知
忠
被
中
誅
事
」。
基
綱
は
、建
久
七
年

七
月
に
、能
保
の
命
を
受
け
て
法
性
寺
一
橋
の
辺
り
に
立
て
籠
も
っ
て
い
た
平
知
盛
の

子
息
知
忠
を
五
〇
余
騎
を
率
い
て
誅
殺
し
て
お
り
、こ
の
時
点
で
は
一
条
家
の
家
人
と

し
て
の
行
動
を
見
て
取
れ
る
。
こ
の
時
、
父
の
基
清
も
在
京
中
で
、
基
綱
ら
が
討
ち

取
っ
た
首
を
集
め
て
能
保
の
下
に
持
参
し
て
お
り
、基
清
と
基
綱
が
と
も
に
行
動
し
て

い
た
様
子
が
わ
か
る
。
近
年
、
基
清
・
基
綱
父
子
に
つ
い
て
は
、
長
村
祥
知
「
後
鳥
羽

院
政
期
の
在
京
武
士
と
院
権
力
―
西
面
再
考
―
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
鎌
倉
時
代
の
権
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力
と
制
度
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

40　
『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
正
月
五
日
、
八
月
九
日
、
十
一
月
二
五
日
条
。

41　
『
吾
妻
鏡
』
正
治
二
年
二
月
二
六
日
条
。

42　
『
明
月
記
』
元
久
二
年
閏
七
月
二
六
日
条
。

43　
『
明
月
記
』
建
永
元
年
九
月
二
五
日
、
二
七
日
条
。

44　
『
吾
妻
鏡
』
承
元
元
年
正
月
三
〇
日
、
同
二
年
八
月
二
〇
日
条
。
な
お
、
成
時
は
、

「
小
野
氏
系
図
」
で
は
「
成
時
」、「
小
野
氏
系
図
、
横
山
」
で
は
、「
時
成
」
と
表
記
さ

れ
て
い
る
が
、「
成
時
」
の
表
記
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
よ
り
、

「
成
時
」
と
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
平
岡
豊
は
、後
鳥
羽
院
西
面
の
「
平
成
時
」
は
、

小
野
成
時
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、承
久
の
乱
で
後
藤
基
清
と
と
も

に
処
刑
さ
れ
た
五
条
有
範
に
つ
い
て
も
、文
治
二
年
に
能
保
の
申
請
で
右
兵
衛
尉
か
ら

左
兵
衛
尉
に
選
任
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
一
条
家
の
家
人
と
考
え
ら
れ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。（
同
「
後
鳥
羽
院
西
面
に
つ
い
て
」『
日
本
史
研
究
』
三
一
六
号
、

一
九
八
八
年
）
五
四
〜
五
五
頁
。

45　
『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
一
四
日
条
。

46　

菊
池
紳
一
「
承
久
の
乱
に
京
方
に
つ
い
た
武
蔵
武
士
―
横
山
党
の
異
端
小
野
氏
―
」

（『
埼
玉
地
方
史
』
第
二
〇
号
、
一
九
八
七
年
）
七
〜
九
頁
。

47　
『
三
長
記
』
建
久
九
年
正
月
一
一
日
条
。『
明
月
記
』
建
久
九
年
正
月
一
三
日
条
。

48　
「
平
松
文
書
、
後
院
庁
下
文
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』
七
九
〇
号
）、「
高
野
山
文
書
宝
簡

集
二
、
後
院
庁
下
文
」（『
鎌
倉
遺
文
』
八
四
五
号
）。

49　

本
郷
恵
子
『
中
世
公
家
政
権
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。
初
出

一
九
八
八
年
）
六
一
頁
。

﹇
付
記
﹈ 　

杉
橋
隆
夫
先
生
に
は
、
学
部
入
学
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
ご
指
導
を
い
た
だ

き
、
貴
重
な
ご
助
言
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
を
、
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
の

意
を
表
し
ま
す
。

（
長
野
県
松
本
県
ヶ
丘
高
等
学
校
教
諭
）


